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　JR常磐線の富岡駅から浪江駅が3月14日に
再開通されることに伴い、2月26日JR水戸支社
主催で帰還困難区域内における列車事故想定
訓練を実施して、有事における関係機関との連
携を確認・強化しました。また別日には路線状況
の調査をして即応態勢も図っています。

　双葉町3月4日、大熊町3月5日、富岡町3月10日に避難指示が一
部解除され、立ち入りが規制緩和されました。そのため災害発生を未然
に防ぐため、警戒活動を強化中です。

JR常磐線にて列車事故訓練を実施

感染症とは、病原体（＝病気を起こす小さな生物)が体に侵入して、症状が出る病気のことをい

います。 病原体は大きさや構造によって細菌、ウイルス、真菌、寄生虫などに分類されます。病

原体が体に侵入しても、症状が現れる場合と現れない場合とがあります。感染症となるかどうか

は、病原体の感染力と体の抵抗力とのバランスで決まります。

感染症を予防しましょう！

感感染染のの種種類類
感染源（人や物）から周囲に広がるもので、

接接触触感感染染、飛飛沫沫感感染染、空空気気感感染染、媒媒介介物物感感染染の4つに大きく分類することができます。

媒媒介介物物感感染染接接触触感感染染 空空気気感感染染

例例 風疹、結膜炎

破傷風 など

飛飛沫沫感感染染

例例 インフルエンザ

かぜ など

例例 結核、麻疹（はしか）

など

例例 コレラ（ 水 ）、食中毒

（食品） など

●マスク

飛飛沫沫感感染染をを防防ぐぐほほかか、、ののどどのの加加湿湿効効果果ももあありり、、手手でで鼻鼻やや口口をを触触っっててのの接接触触感感染染もも予予防防すするるここととがが

ででききまますす。。

※※新新型型ココロロナナウウイイルルススがが世世界界的的にに流流行行しし、、日日本本ででもも感感染染者者がが増増ええ続続けけてていいまますす。。新新型型ココロロナナ

ウウイイルルススのの感感染染経経路路はは大大ききくく分分けけてて２２つつあありり、、飛飛沫沫感感染染とと接接触触感感染染でですす。。

予予防防対対策策

●手洗い

石石けけんんにによよるる手手洗洗いいはは、、接接触触感感染染のの予予防防にに最最もも効効果果的的でですす。。ままたたアアルルココーールルのの手手指指消消毒毒もも有有効効でですす。。

双葉町・大熊町・富岡町の避難指示一部解除に伴う警戒強化



令令和和元元年年度度全全国国統統一一防防火火標標語語　　『『ひひととつつずずつつ　　いいいいねね!!でで確確認認　　火火のの用用心心』』

　　住宅用火災警報器の
　　　　　　　交換時期をむかえていませんか？ 消火器の使用期限は切れていませんか？

（（川川内内村村消消防防団団員員にによよるる訓訓練練））（（葛葛尾尾村村消消防防団団員員にによよるる訓訓練練））（（写写真真右右  ：：  双双葉葉消消防防本本部部代代表表　　坂坂本本達達也也　　消消防防士士長長））

　令和2年1月26日の第66回文化財防火デーに伴い、葛尾
村（薬師寺）、川内村（多寶寺）において消火訓練が行
われ、地元住民をはじめ、主催者及び共催者、消防団員が
参加しました。
　訓練では、119番通報訓練、消防団との合同による消火
訓練等を実施することで連携強化が図られました。

※文化財防火デーとは…昭和24年に奈良県の法隆寺金堂
が炎上し壁画が焼失したことが契機となり、文化財を災害から
守るとともに文化財愛護の啓発を目的に昭和30年に制定さ
れました。

　令和2年2月12日（水）、ホテル福島グリーンパレスで第43回
福島県消防職員意見発表会が開催されました。県内12消防本
部から選び抜かれた消防職員12名が、消防業務の中で感じてい
ることや、災害現場などで経験したことを通し、新たな取り組みや
改革などを提案し発表しました。
  当消防本部を代表し、富岡消防署楢葉分署 坂本達也消防
士長が、「社会福祉協議会との関係構築の先に」と題して、高齢
者世帯訪問に対する火災予防の大切さや、社会福祉協議会な
どの他機関との協力の重要性について発表しました。
　なお、審査の結果にあっては「優秀賞」を受賞し、素晴らしい成
績をおさめました。

連連 絡絡 先先 双葉消防本部 ０２４０－２５－８５２３ 消防指令センター ０２４０－２５－８５６１

富岡消防署 ０２４０－２２－２１１９ 浪江消防署 ０２４０－３４－４１１１

楢葉分署 ０２４０－２５－２１１９ 葛尾出張所 ０２４０－２９－２１１９

川内出張所 ０２４０－３８－２１１９

第66回文化財防火デーに伴う合同訓練福島県消防職員意見発表会

消火器の使用期限はおおむね、

業務用は１０年、住宅用は５年です。
使用期限を過ぎた消火器を使用すると破裂による人身事

故の危険があります。放置せず速やかに新しい消火器に取り
替えましょう。また腐食、キズ、変形などがみられる消火器は、
たとえ使用期限に達していなくても直ちに交換しましょう。

【使用期限の調べ方】
消火器の本体には使用期限が記載されていますので確認し
ましょう。

住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れ
などで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。

設置日、作動状況の確認を行い、10年を目安に交換しましょ
う。

【設置時期の調べ方】
火災警報器を設置したときに記入した「設置年月」、または、本
体に記載されている「製造年」を確認しましょう。


